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１ 学級数及び児童数（平成22年５月１日現在）

２ 教職員数（平成22年５月１日現在）

（再掲）

人

人

３ 加配の申請理由

４ 具体の取組状況、成果及び課題、今後の取組

※参考資料等があれば、添付すること。

③今後の取組

石狩 髙橋尚夫

平成22年度公立小中学校教職員定数加配に係る実施結果報告書

管 内 市町村名 学校名 校長名樽川中学校石狩市

［単位：人、学級］

区 分
普 通 学 級 特 別 支 援 学 級

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 弱視 難聴 言語 情緒合計 知的 肢体 病弱 合計

学 級 数 5 4 4 13 1 1

児 童 数 163 144 150

教諭等 養護教諭 栄養職員 事務職員 合 計

457 1

人
普通学級

1 人 1

区 分 校 長 教 頭

児童生徒支援 養護教諭 栄養教諭 事務職員 生徒指導いじめ

人 2 人

1

人
特別支援学級 2

加配数32 人 4人
25

1

【生徒支援】
学校生活に適応せず、長欠報告に該当する生徒が１０名前後いる。また、頭髪や服装等の違反を繰り返す生徒の指導に苦

労している。校外生活においては、万引き等で補導される生徒も出ている。

【事務職員】
「今後の学級編制及び教職員配置について」（教職員配置の在り方等に関する調査研究協力者会議報告平成１２年５月）以降全国的に展

開されている「学校事務の共同実施」について、本校の実態や地域性に立脚した加配の活用の在り方を実践・検証するとともに、域内の学
校が連携して相互に高め合う学校事務を模索し、ひいては本校を含めた石狩市の学校事務領域の深化・発展をめざす。（※石狩市内におけ
る加配事業は平成１７年度から３年間石狩市立生振小学校に措置されていたものを平成２０年度から本校への加配へと申請換えを行ってい
る。）

【生徒支援】
・不登校生徒に対するきめ細やかな対応と
関係機関との連携
・登下校時の校区内巡回指導及び玄関・校
門での指導
・休み時間を中心とした生徒とのふれあい
・放課後の校区内巡回と、地域住民や店舗
等と連携した指導
・市教委、児童相談所、警察など関係機関
と連携した生徒指導 等

夏から秋にかけて、一部生徒の無断
外泊、深夜徘徊、万引き、飲酒・喫煙
等の問題行動があった。対応には苦慮
したが、職員の校外巡回指導や地域、
関係機関との連携の中で落ち着きを見
せてきている。また、校内において
も、登校時の指導や、休み時間等の生
徒とのふれあいによって、服装違反等
も改善されつつある。

遊び型不登校は減りつつあるもの
の、課題が残っている

昨年度の具体的な取組を継続し、さ
らに組織的に動けるように体制を整備
していく。

【事務職員】
(本務校における取り組み)

①複数の事務職員による、適切な事務分担を行うこと
により、教員の事務負担軽減を図るとともに、学校事
務の改善に取り組み、学校教育目標具体化のための、
学校財政及び教育情報活用システムの確立に資する。
②石狩市内の各小中学校事務職員の連携による「学校
間連携会議」を企画・運営・推進し、各小中学校にお
ける、学校教育目標具現化のための、学校財政及び教
育情報活用システムの確立に資する。

（「学校間連携会議」における活動）
①教育予算に関する調査研究と効果的執行のための行
動計画の策定・推進。
②教員の事務負担軽減と教育課程推進に寄与し、地域
に開かれた学校づくりを目指す教育情報の収集、分
析、活用と、各連携校への還流。
③事務職員の資質向上を目指した研修体制の推進。

（連携校における取り組み）
「学校間連携会議」の活動に依拠した取り組みの、各
連携校における着実な推進を基本課題としつつ、
①学校・地域課題の掘り起こしと、「学校間連携会
議」を活用した課題解決のための情報収集。
②子どもの生活の場づくりとしての学校財政の確立及
び教育情報の積極的活用と開示。等

（本務校における取り組み）
①複数による事務の分担を行うことにより、これ
まで着手が困難であった課題について取り組む余
裕が生まれたことで、学校財政や教育情報を起点
としたよりメリハリがありスムーズな学校運営や
や教員の事務負担軽減に寄与する提案が可能と
なった。
②生振小学校から引き継いだ「学校間連携会議」
業務については、「石狩市公立小中学校事務職員
協議会」及び「石狩市教育振興会事務部会」との
連携協力関係に基づき、会議の定例化をはじめと
した充実した取り組みが継続されている。
（「学校間連携会議」における活動）
各学校の財政運営に関する状況、保護者負担の

状況、学校事務の組織の状況、学校事務の校内に
おける取り組みの状況等を調査交流し、共通して
取り組める課題については連携会議として提起す
るなどして行動の推進を図ることができた。ま
た、長期休業中を活用した研修会の開催（主催は
事務職員協議会）においても、資料収集・作成・
進行などを中心的に担い、研修推進に寄与するこ
とが出来た。
（連携校における取り組み）
連携会議が提供する各種情報や連携会議での提

起・議論を参考に、各学校において学校財政や教
育情報を起点としたとりくみに着手することがで
きた。

（本務校におけるとりくみ）
事務部門が強化されることに伴い、多く

の依頼・相談が事務部門に集中する傾向が
見られる。単純な業務分担の変更では事務
負担軽減にならず、業務の精選やシステム
の変更が必要であり、事務部門からこれら
の積極的な発信・提案が重要である。
（「学校間連携会議」における活動）
調査活動の継続、情報の収集と公開、課

題解決に向けた提言など、これまでの取り
組みを更に発展させる。なお、「連携校に
おける取り組み」を実践するためには、増
大する学校事務業務そのものの工夫改善に
よるスリム化が必須であり、その方途につ
いても連携会議において実践検証をすすめ
ていく必要がある。
（連携校におけるとりくみ）
「学校間連携会議」の取り組みを各学校

において成果を見いだすためには、増大す
る学校事務業務、とりわけ定型的処理業務
のスリム化や事務部門の運営計画の確立が
が重要である。すでに、連携会議において
議論が進められており、各学校で取り組み
をすすめられるような条件整備づくりが急
がれる。

①具体の取組状況 ②成果及び課題


